
目

次

規

則

○
青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

○
青
森
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
保
健
衛
生
課
）
…
二

○
青
森
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
五

○
青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
六

○
青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
七

○
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

規

則

青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
一
号

青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
そ
の
一
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
そ
の
一
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
そ
の
一
の
注
と
し
、
同
様
式
の
そ
の
二
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
そ
の
二
の
注
の
３
を
削
り
、
同
注
の

４
を
同
注
の
３
と
し
、
同
様
式
の
そ
の
三
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
そ
の
三
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
そ
の
三
の
注
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
二
号

青
森
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
青
森

県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
（
表
面
）
中

「

申
請
者
氏
名

（
受
診
者
又
は
保
護
者
）

印

」
を
「

申
請
者
氏
名

（
受
診
者
又
は
保
護
者
）

」
に
、

「申
請
者

氏
名

印

」
を
「申

請
者

氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
（
裏
面
）
の
注
中

10
を
削
り
、
11
を
10
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「届

出
者
氏
名

印

」
を
「届

出
者
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の

青
森
県
報
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号
外
第
七
十
七
号

令
和
三
年八

月
二
十
五
日

（
水
曜
日
）



注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の

注
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削

り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の

注
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
す
る
。

第
六
号
様
式
の
（
そ
の
一
）
及
び
（
そ
の
二
）
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

印
」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
、

同
様
式
の
（
そ
の
三
）
中

「指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
）
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

印
」

を

「指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
・
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
）
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

印

」
を
「
⎛―⎝ 法
人
に
あ
っ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
三
号

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
小
規
模
水
道
規
制
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
、

「か
ら

」
を
「の

で

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
又
は
組
合
に
あ
つ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
、

「お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
四
号

青
森
県
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

⎞―⎠
」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

⎞―⎠
」
に
、

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
、

「

を
」

「備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
添
付
書
類
の
１
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
五
号

青
森
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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備
考
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

⎞―⎠
」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

⎞―⎠
」
に
、

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
、

「

を
」

「備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
添
付
書
類
の
１
中
「戸

籍
謄
本

」
の
次
に
「又

は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
六
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の

中
「申

請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
９
を
削
り
、
10
を
９
と
す
る
。

第
一
号
様
式
の
二
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様

式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改

め
、
同
様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
二
号
様
式
の
二
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様

式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

（ ）5 青 森 県 報 号外第77号令和３年８月25日 水曜日

備
考
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



第
二
号
様
式
の
三
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様

式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改

め
、
同
様
式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
す
る
。

第
四
号
様
式
の
（
そ
の
一
）
及
び
（
そ
の
二
）
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
、
同
様
式
の

（
そ
の
三
）
中

「指
定
訪
問
看
護
事
業
者

の
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名

㊞
」

を
「指

定
訪
問
看
護
事
業
者

の
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
の
三
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様

式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「長

㊞

」
を
「長
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名
」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「長

㊞

」
を
「長

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名
」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
中
「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
す
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め

る
。第

二
十
五
号
様
式
か
ら
第
二
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」

に
改
め
る
。

第
三
十
号
様
式
の

中
「児

童
相
談
所
長
印

」
を
「児

童
相
談
所
長

」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
号
様
式
中
「長

印

」
を
「長

」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
号
様
式
中
「長

印

」
を
「長

」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
様
式
中

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中
「長

印

」
を
「長

」
に
、

「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠㊞

」
を
「
⎛―⎝ 法

人
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名

⎞―⎠

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
七
号

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
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一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を

削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

住
所

」
を
「氏

名
住
所

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」
を

「届
け
出
ま
す

」
に
、
「年

金
管
理
者
氏
名

㊞

」
を
「年

金
管
理
者
氏
名

」
に
改

め
、
同
様
式
の
注
１
を
削
り
、
同
注
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
七
号
様
式
、
第
九
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削

り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
十
九
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
の
二
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中

１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
す
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」

を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」

を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
す
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」

を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「禁

錮 こ

」
を
「禁

錮

」
に
、
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
、

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２

を
同
様
式
の
注
と
す
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
、
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、

３
を
２
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
八
号

青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平

成
十
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の

注
中
８
を
削
り
、
９
を
８
と
す
る
。

第
十
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「市

町
村
長

印

」
を
「市

町
村
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
九
号

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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注
１
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

注
１
氏
名
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中

「

（
自
署
）

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「証

明
者

㊞

」
を
「証

明
者

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
十
号

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
に
代
え
て
提
出
す
る
磁

気
デ
ィ
ス
ク
等
を
含
む
も
の
と
し
、
」
を
削
り
、
「
書
類
を
」
を
「
も
の
を
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
法
定
代
理
人
の
記
名
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
連
署
し
な
け

れ
ば
」
を
「
と
も
に
記
名
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
六
条
の
二
を
第
六
条
と
し
、
第
六
条
の
三
を
第
六
条
の
二
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「第

６
条
の
２

」
を
「第

６
条

」
に
、

「氏
名

㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「係
員

㊞

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
２

を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中
「第

６
条
の
３

」
を
「第

６
条
の
２

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「係
員

㊞

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「申
請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、

「係
員

㊞

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
２

を
削
り
、
３
を
２
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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